
農地法第 3 条（個人用）権利移転等提出書類一覧表 

H30.5 修正 

★は必須    

☆は申請により 
部数 注意事項 

ｾﾙﾌﾁｪ

ｯｸ欄 

★申請書 1 部 農地法第 3 条の規定による許可申請書 

① 譲渡人・譲受人の署名、捺印が必要 

② 必要事項をすべて記入 

（申請書内に記載のある添付資料等を揃えて提出） 

③ 担当農業委員の意見書 

（内容を説明し、署名・捺印を貰う） 

 

★位置図 1 部 申請地を示した図（住宅地図等）  

★登記簿 1 部 申請地の登記簿謄本（法務局にて） 

※全部事項証明書で、発行から３ヵ月以内のもの 

 

★土地の公図 1 部 ① 申請地を中心に写す（法務局にて） 

※インターネットでの登記情報サービス提供のものも可。 

② 隣接する全ての土地の地目・所有者を記入 

③ 隣接する農地の耕作者を記入 

 

☆契約書の写

し 

1 部 農地法第3条第3項の規定の摘要を受けて許可を受けよう

とする場合、権利又は賃借権の設定についての契約書の写

し 

 

☆競売等の単

独行為であ

ることを証

明する書面 

1 部 権利を設定する当事者が連署しないで許可申請を行う場

合、競売等の単独であることを証明する書面又は判決が決

定していることを証明する書面（裁判所で交付される入札

調書の写し等） 

 

☆その他参考とする書類 

（許可申請の審査をするにあたって特に必要がある場合に限る） 

・営農計画書・損益計算書の写し・総会議事録の写し 

・申請者が権利を有する農地の位置図・通作経路図 

・住民票・戸籍謄本・耕作証明書等 

 

 

※ 必要に応じてその他の説明書類を求める場合があります。 

※ 2 部必要な書類は 1 部コピーで提出可能です。 

※ 窓口で書類のコピーができます。その場合、1 枚 10 円のコピー代が必要となります。 

 


